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《令和元年 8 月 29 日新規》 

 

○ 取扱い 

 心臓カテーテル法による諸検査など観血的検査や PTCA 施行前の梅毒

血清反応（STS）定性は認められる。 

 

○ 取扱いの根拠 

 梅毒は、血液を介して感染が広がるおそれがあることから、観血的検査

等を実施するに当たって感染の有無の確認を行うことに意義は認められ

る。 

 

○ 留意事項 

 梅毒血清反応（STS）半定量、梅毒血清反応（STS）定量の算定は認め

られない。 

 


